
独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金実施要領 

(平成15年11月4日平成15年度要領第16号) 
 

最近改正 令和5年11月8日令和5年度要領第2号  
 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱

(平成 15 年度要綱第 18号。以下「交付要綱」という。)第 25 条の規定に基づき、スポーツ振興

くじ助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。 

(定義) 

第 2条 交付要綱及びこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 「総合型地域スポーツクラブ」とは、地域住民が自主的・主体的にクラブを運営し、運

動・スポーツ種目の多様性、世代や年齢の多様性及び競技技術の多様性をもって運動・スポ

ーツ活動を行う団体(以下「総合型クラブ」という。)をいう。 

(2) 「一般社団法人」及び「一般財団法人」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律(平成18年法律第48号)に基づき設立された法人をいう。 

(3) 「公益社団法人」及び「公益財団法人」とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する法人をいう。 

(4) 「ＮＰＯ法人」とは、特定非営利活動促進法(平成 10年法律第 7号)に基づき設立された法

人をいう。 

(5) 「公営競技等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

ア 競馬法(昭和23年法律第158号)に定める競馬 

イ 自転車競技法(昭和23年法律第209号)に定める自転車競走 

ウ 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)に定める小型自動車競走 

エ モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に定めるモーターボート競走 

オ 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に定める当せん金付証票の発売 

(6) 「公益財団法人日本スポーツ協会」とは、昭和 2年 8月 8日に財団法人大日本体育協会と

いう名称で設立された法人(以下「ＪＳＰＯ」という。)をいう。 

(7) 「公益財団法人日本レクリエーション協会」とは、昭和 23年 3月 9日に財団法人日本レク

リエーション協会という名称で設立された法人(以下「日レク」という。)をいう。 

(8) 「公益財団法人日本オリンピック委員会」とは、平成元年 8 月 7 日に財団法人日本オリン

ピック委員会という名称で設立された法人(以下「ＪＯＣ」という。)をいう。 

(9) 「公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構」とは、平成 13年 9月 16 日に財団法人日本

アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人(以下「ＪＡＤＡ」という。)をいう。 

(10) 「一般社団法人日本トップリーグ連携機構」とは、平成 23 年 7月 1 日に一般社団法人日

本トップリーグ連携機構という名称で設立された法人(以下「ＪＴＬ」という。)をいう。 

(11) 「公益社団法人日本プロサッカーリーグ」とは、平成 3 年 11 月 1日に社団法人日本プロ

サッカーリーグという名称で設立された法人(以下「Ｊリーグ」という。)をいう。 

(12) 「公益財団法人日本スポーツ仲裁機構」とは、平成 21 年 4月 1 日に一般財団法人日本ス

ポーツ仲裁機構という名称で設立された法人(以下「ＪＳＡＡ」という。)をいう。 



(13) 「公益財団法人日本パラスポーツ協会」とは、昭和 40年 5月 24日に財団法人日本身体障

害者スポーツ協会という名称で設立された法人(以下「ＪＰＳＡ」という。)をいう。 

(14) 「日本パラリンピック委員会」とは、公益財団法人日本パラスポーツ協会定款第 43 条に

定める委員会(以下「ＪＰＣ」という。)をいう。 

(15) 「一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構」とは、平成 30 年 11 月 16 日に一般社

団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立された法人(以下「Ｊ－Ｆａｉｒｎ

ｅｓｓ」という。)をいう。 

(16) 「一般社団法人大学スポーツ協会」とは、平成 31 年 3 月 1 日に一般社団法人大学スポー

ツ協会という名称で設立された法人(以下「ＵＮＩＶＡＳ」という。)をいう。 

(17) 「市町村」とは、市町村及び特別地方公共団体をいう。 

(18) この要領において「間接助成事業者」とは、助成事業者から助成金を財源の全部又は一部

とした補助金、交付金又は委託金の交付を受けて事業を行う者をいう。 

(19) 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。 

(20) 「都道府県又は市町村が出資又は拠出したスポーツ団体」とは、都道府県域内又は市町村

域内におけるスポーツの振興を目的として都道府県又は市町村の出資又は拠出により設立さ

れた一般財団法人(地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 252条の 19第 1項の規定による指定

都市以外の市町村体育・スポーツ協会を除く。)をいう。 

(21) 「指定都市体育・スポーツ協会」とは、公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体規程第 2

条第 2 号に定める都道府県体育・スポーツ協会に加盟する市町村体育・スポーツ協会のうち、

地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市の体育・スポーツ協会をいう。 

(22) 「ＪＳＰＯの加盟団体」とは、公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体規程第 2条第 1号、

第2号及び第3条に定める団体をいい、「ＪＳＰＯの加盟競技団体」とは第2条第1号及び第

3条に定める団体をいう。 

(23) 「ＪＯＣの加盟団体」及び「ＪＯＣの加盟競技団体」とは、公益財団法人日本オリンピッ

ク委員会加盟団体規程第2条に定める団体をいう。 

(24) 「日レクの加盟団体」とは、公益財団法人日本レクリエーション協会加盟団体規則第 3条

第 2 項及び第 4 項に定める団体をいい、「日レクの加盟競技団体」とは同条第 4 項に定める

団体をいう。 

(25) 「ＪＡＤＡの加盟団体」とは、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構加盟団体規程第

2条に定める団体をいう。 

(26) 「ＪＴＬの加盟団体」とは、一般社団法人日本トップリーグ連携機構の定款第 6条に定め

る団体をいう。 

(27) 「ＪＰＳＡの加盟団体」及び「ＪＰＳＡの加盟競技団体」とは、公益財団法人日本パラス

ポーツ協会定款第53条第3項に定める団体をいう。 

(28) 「ＪＰＣの加盟団体」及び「ＪＰＣの加盟競技団体」とは、公益財団法人日本パラスポー

ツ協会定款第48条に定める団体をいう。 

(29) 「改修」とは、施設の一部分について、従前と同一の状態に造りなおす工事をいう。 

(30) 「改造」とは、施設の一部分について、従前と異なる状態に造りかえる工事(施設機能の

拡充のための設備等の設置を含む。)をいう。 

(31) 「総合競技大会」とは、交付要綱別記7の2(1)ア、イ及びウに掲げる事業をいう。 



(助成対象者) 

第3条 助成対象者は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 都道府県及び市町村 

(2) ＪＳＰＯ、ＪＯＣ、日レク及びＪＡＤＡ並びにそれらの加盟団体 

(3) ＪＰＳＡ及び法人格を有するＪＰＳＡ又はＪＰＣの加盟団体 

(4) ＪＳＡＡ 

(5) ＪＴＬ及びＪＴＬの加盟団体 

(6) Ｊ－Ｆａｉｒｎｅｓｓ 

(7) ＵＮＩＶＡＳ 

(8) 次の要件を満たす非営利の法人(以下「スポーツ団体」という。) 

ア 定款、規約、その他当該団体の目的・組織・業務などを定めた規則(以下「定款等」とい

う。)において次に掲げる内容を規定していること。 

(ア) 主たる目的が運動・スポーツの振興及び普及であること。 

(イ) 主たる事業が運動・スポーツの振興及び普及に関する活動であること。 

イ アの定款等に掲げた運動・スポーツの振興及び普及に関する活動に係る事業計画及びそ

の実績を有すること。 

(9) スポーツの競技会の開催準備及び運営に関する事業を目的として設立された非営利の法人 

(10) 削除 

2 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、前項の規定にかかわ

らず交付要綱第 15条第 1項第 1号から第 4号及び第 6号から第 9号の規定による助成金の交付

決定の取消しを行ったときは、当該助成事業者又は間接助成事業者に対し当該処分を行った年

度の翌年度から 5 年以内でセンターが別に定める期間における助成金の助成対象者及び間接助

成事業者から除外する。 

(申請書等の様式) 

第4条 交付要綱に定める次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定める書式による。 

(1) 助成金交付申請書 別記様式第1 

(2) 助成金交付決定通知書 別記様式第2 

(3) 助成金交付申請取下げ書 別記様式第3 

(4) 計画変更承認申請書 別記様式第4 

(5) 計画変更の承認及び変更交付決定通知書 別記様式第5 

(6) 助成事業中止(廃止)承認申請書 別記様式第6 

(7) 助成事業実施期間延長承認申請書 別記様式第7 

(8) 助成事業実績報告書 別記様式第8 

(9) 助成事業実施期間終了に伴う実績報告書 別記様式第9 

(10) 助成金交付額確定通知書 別記様式第10 

(助成対象事業) 

第 5条 交付要綱別記 1から 7に定める助成対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とす

る。なお、各助成対象事業の要件等は、第16条から第22条までに定めるところによる。 

(1) 都道府県又は市町村が助成金の交付を申請する事業については、当該都道府県又は市町村

の議会において事業に要する予算が既に議決されている、又は議決されることが確実なもの 



(2) 一般社団法人、ＮＰＯ法人又は法人格のないスポーツ団体が助成金の交付を申請する事業

については、当該団体の総会において事業に要する予算が既に議決されている、又は議決さ

れることが確実なもの 

(3) 一般財団法人が助成金の交付を申請する事業については、当該団体の理事会において事業

に要する予算が既に議決されている、又は議決されることが確実なもの 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成の対象としない。 

(1) 収入総額が支出総額を上回る事業 

(2) スポーツの振興を目的とする国費(国費を財源とする資金を含む。)を活用しようとする事

業 

(3) 運動・スポーツ施設の整備を対象とする国の補助金又は交付金(当該交付要綱等において、

対象となる施設にスポーツ施設が定められているものに限る。)を活用しようとする事業 

(4) スポーツ振興基金助成金又は公営競技等の収益等による補助金若しくは助成金を活用しよ

うとする事業 

(5) 助成対象事業の全部を第三者に委任して実施しようとする事業 

(交付の決定) 

第 6条 センターは、交付要綱第 4条に基づく助成金の交付の決定を行うときは、独立行政法人日

本スポーツ振興センター業務方法書第 12条に定めるスポーツ振興事業助成審査委員会(以下「審

査委員会」という。)において審査された助成金の配分額の範囲内において、助成金交付決定額

を定める。 

2 前項における助成金交付決定額の算出基礎となる助成対象経費の額は、助成対象事業ごとに交

付要綱別記 1 から 7 まで及び当該助成金に係る募集の手引に定める助成対象経費について、第

16条から第 22条までに定める助成対象事業ごとの限度額の範囲内において、原則として別表の

「助成対象経費の基準等」により算定した額の合計額とする。 

3 センターは、助成事業者が交付要綱第 16条の規定による助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、

加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該助成対象者に対し交付すべ

きと認めた助成金があるときは、返還を命ぜられた助成金並びにこれに係る加算金及び延滞金

の納付が完了するまでの期間において、助成金の交付の決定を留保することができる。 

4 センターは、第 1 項の規定にかかわらず、助成対象者が紛争の当事者である場合は、紛争が解

決されるまでの間、助成金の交付の決定を留保することができる。 

(助成事業の中止又は廃止) 

第 7 条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付要綱第 8 条の助成事業中止

(廃止)承認申請書を提出する。 

(1) 実施期間内において助成事業を一時中止しなければならない事由が生じたとき。 

(2) 次のいずれかにより助成事業を廃止しなければならない事由が生じたとき。 

ア 気候の影響、災害その他やむを得ない事情により、助成事業を完了することが困難と見

込まれるとき。 

イ ア以外で、助成事業者の事情により助成事業を完了することが困難と見込まれるとき。 

ウ 第5条に定める助成対象事業の範囲に抵触する事由が生じたとき。 

2 センターは、前項第 1 号又は第 2 号アに基づく助成事業中止(廃止)承認申請書の提出があった

ときは、当該申請が適当であると認めたものについて、助成事業の中止又は廃止を承認する。 



3 センターは、前項の助成事業の中止を承認する場合において、中止承認申請に係る事項につき

修正を加え、又は条件を付すことができる。 

4 交付要綱第 8条及び前 3項の規定は、助成事業における一部の事業(交付要綱第 4条の交付決定

通知書別紙に記載された事業をいう。)を中止又は廃止しようとする場合について準用する。 

(状況報告) 

第 8 条 助成事業者は、交付要綱第 10 条に基づく報告を求められた場合は、助成事業状況報告書

(別記様式第11)により、理事長に報告しなければならない。 

(助成金の額の確定等) 

第 9条 センターは、交付要綱第 13条の審査等において、交付要綱第 4条の助成金の交付の決定

に係る助成対象経費について、交付要綱第 21 条第 1 項に規定する書類に不備等がある場合又は

第 13 条第 5 号に規定する支払等の方法によらない支出であると認めた場合は、当該経費を助成

対象経費から除外して助成金の額を算出し、当該交付決定額との差を減じて確定することがで

きる。 

2 センターは、交付要綱第 8条に基づく助成事業の廃止の承認を行った事業(第 7条第 4項に基づ

くものを含む。)に係る交付要綱第 13条の審査等において、第 16条から第 22条の規定にかかわ

らず助成対象経費と認めた額の合計額により、助成金の額を算出し、確定する。 

(助成金の支払) 

第 10条 助成金は、交付要綱第 13条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に交付する。

ただし、助成事業の遂行に必要であると認めた額の範囲内において、概算払をすることができ

る。 

2 助成事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、助成金概算払申請書(別記様

式第12)を理事長に提出しなければならない。 

(加算金及び延滞金) 

第 11条 交付要綱第 17条第 2項に定める延滞金については、返還された金額の合計額が、助成事

業者が返還すべき金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において、その時まで

に附される延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。)が、百円未満であるときは、当該延

滞金の額に相当する金額を免除することができる。 

2 交付要綱第 17条第 2項に定める助成金の返還期限の日が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関す

る法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの期間に

当たる場合においては、これらの日の翌日をその期限とみなす。 

(財産管理及び処分等) 

第 12 条 交付要綱第 19 条及び第 20 条に定める取得財産等の管理及び処分等に関する取扱いにつ

いては、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによるものとする。 

(1) 取得財産等は、別に定める財産管理台帳により管理する。 

(2) 交付要綱第 20条第 1項の別に定める期間は、「補助事業者等が補助事業等により取得した

財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得した財産の処分制限期間(平成 14

年文部科学省告示第53号)」を準用するものとする。 

(3) 交付要綱第 20条第 1項の取得財産等の処分の承認については、独立行政法人日本スポーツ

振興センター業務方法書第 6条及び第 11条に定める助成金に係る助成対象財産処分取扱要領

(平成27年度要領第7号)に定めるところによる。 



(助成金の経理) 

第 13条 交付要綱第 21条に定める助成金の経理に関する取扱いについては、交付要綱に定めるも

ののほか、次の各号に掲げるところによるものとする。 

(1) 助成事業者は、交付要綱第 21条第 1項の収支簿を別に定める様式により作成するとともに、

助成事業者が作成する会計帳簿において、助成事業以外の経理と明確に区分しなければなら

ない。 

(2) 交付要綱第21条第1項の収支に関する証拠書類とは、次に掲げるものをいう。 

ア 諸謝金は、支払金額基準表、委嘱状(依頼文書)、出面表(従事確認簿)、支払明細書、領収

書(銀行振込伝票)等及び会計伝票又はこれらに類する書類 

イ 旅費は、出張依頼(命令)書、支払明細書、出張報告書、領収書(銀行振込伝票)等及び会計

伝票又はこれらに類する書類 

ウ 備品費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、契約書(請書)、納品書、検収書、

請求書、銀行振込伝票(領収書))等及び会計伝票又はこれらに類する書類 

エ 賃金は、傭上決議書(日給、時間給の決定事項を含む。)、出勤簿、出面表(作業日報)、給

与支払明細書、銀行振込伝票(領収書)等及び会計伝票又はこれらに類する書類 

オ 借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、委託費及びその他の

経費は、支払関係の書類(設計書、設計図、請負(委託)仕様書、見積書、契約書(請書)、納

品(完了報告)書、検収書、請求書、銀行振込伝票(領収書))等及び会計伝票又はこれらに類

する書類 

(3) 前号の書類は、収支簿に記載された順番に整理しておかなければならない。また、センタ

ーの指示のあった場合は、直ちに提出できるようにしておかなければならない。なお、原本

を別綴とすることが困難である場合は、その写によることができる。 

(4) 助成事業者は、交付要綱第 12条第 1項に基づく助成事業実績報告書の提出に当たっては、

第 2 号アからオまでに掲げる書類のうち、センターが指示するものについて報告書に添付す

ることとする。 

(5) 助成対象経費の支払等の方法は、次に掲げるところによるものとする。 

ア 助成対象経費については、助成事業者における会計諸規程等の定めるところにより第 2

号の書類により処理するものとする。 

イ 助成対象経費の支払は本邦の通貨とし、銀行振込を原則とする。ただし、外国社製の物

品購入等に際し、本邦の通貨で支払を行うことが困難な場合は、必要最低限の経費にとど

めるものとし、支出額は、外国送金にあっては支払日、現金にあっては現に支払った日(領

収書発行日付)の外国為替レートにより算出(1円未満切捨て)する。 

ウ 諸謝金及び賃金の単価については、助成事業者において適切に定めるものとする。 

エ 賃金を支給する場合の勤務時間については、助成事業者において定められている基準内

の時間とする。 

オ 助成対象事業における労務者の労務時間管理に当たっては、作業日報などで適切に管理

し、助成対象経費以外の業務と重複がないように明らかにすること。 

カ 物品供給、役務請負等の契約に当たっては、仕様書を作成(消耗品の購入など軽微な契約

の場合を除く。)し、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。また、契

約金額が100万円以上の契約を締結する場合には、契約書を作成しなければならない。 



キ 助成対象経費のうち、助成事業者が当該助成事業者の代表者等議決権を有する構成員(以

下「理事等」という。)との利益が相反する取引(理事等に対する賃金等の支給を含む。)を

行おうとする場合は、あらかじめ有効となる役員会議等において当該取引に係る競争性の

有無等、その合理性について審議・決定しなければならない。この場合、当該理事等は議

決権を有しない。なお、当該取引に関し、競争に付すことが可能である場合にあっては、

必ず二人以上の者から見積書を徴するものとする。また、当該経費の支出の際は、経理責

任者(当該理事等以外の者に限る。)の承認を得なければならない。 

(ロゴマーク等の表示) 

第 14条 交付要綱第 22条に定める助成金による助成事業である旨の記載及びスポーツ振興くじの

ロゴマークの表示については、スポーツ振興くじ助成金に係るロゴマーク等の表示要領(平成 15

年度要領第17号)に定めるところによる。 

(助成事業の評価等) 

第 15 条 助成事業者は、助成対象期間終了後において、センターの求めに応じて、センターが定

める当該助成事業に係る評価及び経年後の調査等を実施しなければならない。 

(大規模スポーツ施設整備助成) 

第 16 条 大規模スポーツ施設整備助成については、交付要綱別記 1 に定めるもののほか、次の各

号に掲げるところによるものとする。 

(1) 共通事項 

ア 助成対象者は、整備しようとする施設(当該敷地を含む。)の所有者であることを原則と

する。ただし、当該敷地については、長期貸借契約(10 年以上が望ましい。)を締結してい

る場合はこの限りではない。 

イ センターは、助成を受けようとする事業の計画期間が複数年度となる場合においては、

交付要綱第 4 条の助成金の交付の決定に当たり、各年度の助成金交付額の上限額を定める

ものとする。 

ウ 助成を受けようとする事業が助成年度以前から実施される場合においては、助成年度以

前における事業の実施に要した経費(前金払を含む。)について、助成対象経費から除外す

るものとする。 

エ 助成事業者は、第 10 条の規定により概算払申請を行うときは、助成金交付決定通知書に

記載された当該助成年度に係る助成金交付額の範囲内において申請するものとする。 

(2) Ｊリーグホームスタジアム等整備事業 

Ｊリーグホームスタジアム等整備事業に対する助成は次により行う。 

ア Ｊリーグホームスタジアム整備事業 

Ｊリーグホームスタジアム整備事業 

(ア) 助成事業年度において、Ｊリーグが定めるＪリーグディビジョン 1 又はＪリーグデ

ィビジョン2(以下「Ｊ2」という。)に属するチーム 

(イ) 助成初年度に開催されるＪ2に属することについて、Ｊリーグから承認を受けたチー

ム 

イ Ｊリーグ拠点施設整備事業 



助成の対象となる施設は、Ｊリーグの安定的な開催及び競技水準の向上を図るため、Ｊ

リーグに属するチーム、選手、指導者及び審判員等の規範意識を高めるための講習会や、

合宿等を行うＪリーグの拠点施設であること。 

ウ 1件当たりの助成対象経費の合計額は、次に掲げる額を限度とする。 

(ア) 交付要綱別記1の2(1)ア(ア)の事業にあたっては、40億円(助成金の額は30億円) 

(イ) 交付要綱別記1の2(1)ア(イ)の事業にあたっては、12億円(助成金の額は9億円) 

(ウ) 交付要綱別記1の2(1)イの事業にあたっては、20億円(助成金の額は15億円) 

エ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 4分

の 3 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(3) 国民スポーツ大会冬季大会競技会場整備事業 

国民スポーツ大会冬季大会競技会場整備事業に対する助成は次により行う。 

ア 1開催年度当たりの助成対象経費の合計額は、7億円(助成金の額は 5.25億円)を限度とす

る。 

イ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 4分

の 3 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(地域スポーツ施設整備助成) 

第 17 条 地域スポーツ施設整備助成については、交付要綱別記 2 に定めるもののほか、次の各号

に掲げるところによるものとする。 

(1) 共通事項 

ア (2)の事業、(3)の事業及び(4)の事業については、助成を受けようとする事業の計画期間

が複数年度となる場合の助成年度は、事業が完了した日の属する年度とする。この場合、

助成年度以前における事業の実施に要した経費(前金払を含む。)について、助成対象経費

から除外するものとする。 

イ 助成対象者は、整備しようとする施設(当該敷地を含む。)の所有者であることを原則と

する。ただし、当該敷地については、長期貸借契約(10 年以上が望ましい。)を締結してい

る場合はこの限りでない。 

ウ 施設の設置場所は、施設にふさわしい環境にあり、地域住民にとって身近で利用しやす

い位置にあり、かつ楽しく安全にスポーツ活動に親しむことができるように整備されるも

のであること。 

エ センターは、助成対象者(地方公共団体を除く。)に対し、交付要綱第 4 条の助成金の交

付の決定を行うときは、センターと当該助成対象者との間で、助成金交付契約書を締結す

る。 

オ センターは、(5)の事業について、助成を受けようとする事業の計画期間が複数年度とな

る場合においては、交付要綱第 4 条の助成金の交付の決定に当たり、各年度の助成金交付

額の上限額を定めるものとする。また、助成事業者は、第 10 条の規定により概算払申請を



行う場合は、助成金交付決定通知書に記載された当該助成年度に係る助成金交付額の範囲

内において申請するものとする。 

(2) 総合型地域スポーツクラブ活動拠点(クラブハウス)整備事業 

総合型地域スポーツクラブ活動拠点(クラブハウス)整備事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(ア) 共通事項 

1) クラブハウスを利用しようとする総合型クラブは、クラブの活動会員が多数在籍し、

十分な活動実績を有していること。 

2) クラブハウスの延床面積(各階の床面積の合計をいう。)は、100 平方メートル以上で

あること。 

3) クラブハウスに必要な室は、管理事務室、会議室、談話室(会議室と兼ねる場合を除

く。)、更衣室及び用具室とし、多目的運動スペース、シャワー室、トレーナー室、託

児室、便所、その他クラブハウスの利用に必要な諸室を含めることができるものとす

る。 

(イ) 新設事業 

1) 総合型クラブの活動拠点となるクラブハウス(地域住民の運動・スポーツ活動前後の

コミュニケーションの場、クラブの経営窓口及び情報の収集発信基地等としての機能

を有する施設(学校に設置されるものを除く。)をいう。以下同じ。)を新設(増改設を

含む。)する事業であること。 

2) 助成対象経費の 1 件当たりの合計額は、75,000 千円(助成金の額は 60,000 千円)又は

250千円に実延床面積(平方メートル)を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とする。 

3) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に

5 分の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定し

ようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定

しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(ウ) 改造事業 

1) 総合型クラブの活動拠点となるクラブハウスとしての機能が不十分な既存の施設に

ついて、必要な改造を行う事業であること。 

2) 1 件当たりの助成対象経費の合計額は、15,000 千円(助成金の額は 11,250 千円)を限

度とする。 

3) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に

4 分の 3 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定し

ようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定

しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(3) グラウンド芝生化事業 

グラウンド芝生化事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(ア) 共通事項 

1) 助成の対象となる施設は、芝生化しようとする面積が 4,000 平方メートル以上(過去

に助成金の交付を受けて芝生化したグラウンド(交付要綱第 20 条第 1 項の規定により



処分を制限している施設に限る。)を所有していない地方公共団体が整備する施設につ

いては 2,000 平方メートル以上)のグラウンド又は学校開放事業により地域のスポーツ

活動の拠点として活用されている学校のグラウンドとする。 

2) 施設の整備後においても、芝生の維持管理が円滑に行えるような体制が整っている

こと。 

(イ) 芝生化新設事業 

1) 土や砂などのグラウンドを新たに芝生化する事業であること。ただし、天然芝の場

合は、屋外グラウンドに限る。 

2) 1 件当たりの助成対象経費の合計額は、60,000 千円(助成金の額は 48,000 千円)を限

度とする。 

3) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に

5 分の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定し

ようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定

しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(ウ) 芝生化改設事業 

1) 既に芝生化されているグラウンドの芝を全面的に張り替える事業であり、部分的な

改修のための事業でないこと。ただし、天然芝に張り替える場合は、屋外グラウンド

に限る。 

2) 1 件当たりの助成対象経費の合計額は、40,000 千円(助成金の額は 30,000 千円)を限

度とする。 

3) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に

4 分の 3 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定し

ようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定

しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(エ) 天然芝維持活動事業 

1) (イ)により新設した天然芝について、助成対象者及び地域住民等を中心とした維持

活動並びに実施体制及びノウハウの構築を行う事業であること。 

2) 助成対象期間は、(イ)の助成年度から 3か年度を限度とする。ただし、交付要綱第 3

条の助成金の交付の申請は年度ごとに行うものとする。 

3) 1 件当たりの助成対象経費の合計額は、2,000 千円(助成金の額は 1,333 千円)を限度

とする。 

4) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に

3 分の 2 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定し

ようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定

しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(4) スポーツ施設等整備事業 

スポーツ施設等整備事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、次に掲げる事業とする。 



(ア) 次のいずれかの要件を満たすスポーツ競技施設等(学校体育施設を除く。以下同

じ。)の新設(増改設を含む。)、改修又は改造(3)を除き、1 件当たりの助成対象経費の合

計額が10,000千円以上の事業に限る。) 

1) 競技の実施に直接必要なスペース及び附帯設備を整備するものであること。 

2) 国際スポーツキャンプの誘致に伴う諸室(便所等)を改修又は改造するものであるこ

と。 

3) バリアフリー化を目的として施設を整備するものであること。 

4) 次の要件を満たす屋外夜間照明施設を整備するものであること。 

(i) 照明しようとする面積(ポール及び障害物から 50 センチメートル以上離れた内側

の線をもって測定し算出した面積。以下「被照明面積」という。)が 1,000平方メー

トル以上であること。 

(ii) 被照明面積に対し 2 辺以上の方向から照明されるように設計された照明施設で

あって、地面上における平均照度が 100ルックス以上、最低照度が 30ルックス以上

であること。 

5) 屋内競技施設における照明設備を整備するもので、被照明競技スペースの床面にお

ける平均照度が 200ルックス以上であること。(アイススケート場においては 100ルッ

クス以上であること。) 

6) 競技を安全に実施するための設備(防球フェンス等)を整備するものであること。 

7) 屋内競技施設における空調設備を整備するものであること。 

8) 大型表示装置を整備するものであること。 

9) 公営スキー場のリフト等を整備するものであること。 

(イ) 次のいずれかの要件を満たす学校開放事業によるスポーツ活動に供する施設の新設

(増改設を含む。)、改修又は改造(1件当たりの助成対象経費の合計額が 10,000千円以上

の事業に限る。) 

1) 諸室(便所等)を新設(増改設を含む。)又は改造するものであること。 

2) 次の要件を満たす屋外夜間照明施設を整備するものであること。 

(i) 被照明面積が1,000平方メートル以上であること。 

(ii) 被照明面積に対し 2 辺以上の方向から照明されるように設計された照明施設で

あって、地面上における平均照度が 100ルックス以上、最低照度が 30ルックス以上

であること。 

(ウ) 次の要件を満たすスポーツ競技施設の大規模な改修又は改造 

1) 原則、競技の実施に直接必要なスペース及び附帯設備の整備を行うものであること。 

2) 老朽化したスポーツ競技施設(建築後 20 年以上を経過したものをいう。)を改修若し

くは改造するもの、又は、スポーツ競技施設の高機能化のために施設を改造するもの

であること。 

3) 1)又は 2)の規定にかかわらず、バリアフリー化を目的として施設を改修又は改造す

るものであること。 

4) 1件当たりの助成対象経費の合計額が30,000千円を超えるものであること。 

イ 1件当たりの助成対象経費の合計額は、次に掲げる額を限度とする。 

(ア) ア(ア)及び(イ)の事業については、30,000千円(助成金の額は20,000千円) 



(イ) ア(ウ)の事業については、150,000千円(助成金の額は100,000千円) 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 3分

の 2 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(5) PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業 

PPP/PFI導入のためのアドバイザリー活用事業に対する助成は、次により行う。 

ア 助成対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(ア) PPP/PFI の導入を検討する施設について、整備、維持管理等に関する基本構想又は基

本計画を策定していること。 

(イ) 1件当たりの助成対象経費の合計額が4,000千円以上のものであること。 

イ 1件当たりの助成対象経費の合計額は、40,000千円(助成金の額は、20,000千円)を限度と

する。 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 2分

の 1 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(総合型地域スポーツクラブ活動助成) 

第 18 条 総合型地域スポーツクラブ活動助成については、交付要綱別記 3 に定めるもののほか、

次の各号に掲げるところによるものとする。 

(1) 共通事項 

ア 助成対象期間は、次に掲げる期間を限度とする。ただし、交付要綱第 3 条の助成金の交

付の申請は年度ごとに行うものとする。 

(ア) (2)の事業及び(3)の事業については、助成初年度から継続した 2か年度又は総合型ク

ラブが設立された日(総合型クラブの理念・目的等を定めた規約が成立した日をいう。)

までのいずれか短い期間 

(イ) (4)の事業及び(5)の事業については、(4)の事業又は(5)の事業のいずれか早い助成初

年度から継続した5か年度 

(ウ) (6)の事業については、(4)の事業及び(5)の事業を含め、最も早い助成初年度から継

続した5か年度 

(エ) (7)の事業については、次のいずれかの期間 

1) (ウ)に定める期間 

2) 1)の期間経過後、更に継続した3か年度 

イ 助成事業者は、間接助成事業者となる総合型クラブ等の団体について、助成事業者が交

付する補助金の適正な執行が可能な事務処理体制を有している団体であることを確認する

とともに、当該団体に対し間接助成事業の実施内容等について、随時、適切に指導・助言

を行うこと。なお、間接助成事業者となる総合型クラブの法人格の有無は問わない。 

(2) 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業に対する助成は次により行う。 



ア 助成対象事業は、各年度における1件当たりの助成対象経費の合計額が400千円以上のも

のとする。 

イ 各年度における 1件当たりの助成対象経費の合計額は、1,200千円(助成金の額は 1,080千

円)を限度とする。 

ウ 各年度における 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経

費の支出額に 10分の 9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、

間接助成事業において、助成事業者が交付する補助金(確定しようとする助成金の額を含

む。)を含めた収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成金の額から上回

った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(3) 総合型地域スポーツクラブ創設事業 

総合型地域スポーツクラブ創設事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、各年度における1件当たりの助成対象経費の合計額が400千円以上のも

のとする。 

イ 各年度における 1件当たりの助成対象経費の合計額は、1,200千円(助成金の額は 1,080千

円)を限度とする。 

ウ 各年度における 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経

費の支出額に 10分の 9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、

確定しようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確

定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(4) 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業 

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業に対する助成は次により行う。 

ア 総合型クラブの活動拠点において、年間を通じて行う運動・スポーツ活動の実施種目が

複数あること。 

イ 間接助成対象者となる総合型クラブは、別に定める有資格者等のクラブマネジャーを原

則有償により雇用していること。 

ウ 助成対象事業は、各年度における1件当たりの助成対象経費の合計額が400千円以上のも

のとする。 

エ 各年度における 1件当たりの助成対象経費の合計額は、2,400千円(助成金の額は 2,160千

円)を限度とする。 

オ 各年度における 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経

費の支出額に 10分の 9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、

間接助成事業において、助成決定者が交付する補助金(確定しようとする助成金の額を含

む。)を含めた収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成金の額から上回

った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(5) 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業 

総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業に対する助成は次により行う。 

ア 総合型クラブの活動拠点において、年間を通じて行う運動・スポーツ活動の実施種目が

複数あること。 

イ 助成対象者となる総合型クラブは、別に定める有資格者等のクラブマネジャーを原則有

償により雇用していること。 



ウ 助成対象事業は、各年度における1件当たりの助成対象経費の合計額が750千円以上のも

のとする。 

エ 各年度における 1件当たりの助成対象経費の合計額は、2,400千円(助成金の額は 2,160千

円)を限度とする。 

オ 各年度における 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経

費の支出額に 10分の 9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、

確定しようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確

定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(6) 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業 

総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成事業に従事する総合型クラブのマネジャー(以下「クラブマネジャー」という。)は、

次の要件を満たす者であること。 

(ア) 総合型クラブが労働関係法令等に則って定めた雇用条件に基づき、総合型クラブと

の雇用契約を締結した者であること。 

(イ) 別に定める資格要件(有資格者等)を満たす者であること。 

イ 助成の対象となるクラブマネジャーは、1クラブ当たり(正)(副)各 1名を限度とする。た

だし、クラブマネジャー(副)のみを助成の対象とする場合においては、クラブマネジャー

(正)がアの要件を満たす場合に限る。 

ウ 各年度における 1件当たりの助成対象経費の合計額は、2,160千円(助成金の額は 1,944千

円)を限度とする。 

エ 各年度における 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経

費の支出額に 10分の 9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、

間接助成事業において、助成事業者が交付する補助金(確定しようとする助成金の額を含

む。)を含めた収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成金の額から上回

った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(7) 総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業 

総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業に対する助成は次により行う。 

ア クラブマネジャーは、次の要件を満たす者であること。 

(ア) 総合型クラブが労働関係法令等に則って定めた雇用条件に基づき、総合型クラブと

の雇用契約を締結した者であること。 

(イ) 別に定める資格要件(有資格者等)を満たす者であること。 

イ 助成の対象となるクラブマネジャーは、1クラブ当たり(正)(副)各 1名を限度とする。た

だし、クラブマネジャー(副)のみを助成の対象とする場合においては、クラブマネジャー

(正)がアの要件を満たす場合に限る。 

ウ 各年度における 1件当たりの助成対象経費の合計額は、2,160千円(助成金の額は 1,944千

円)を限度とする。 

エ 各年度における 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経

費の支出額に 10分の 9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、

確定しようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確

定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 



(8) クラブアドバイザー等配置事業 

クラブアドバイザー等配置事業に対する助成は次により行う。 

ア クラブアドバイザーは、別に定める資格要件(有資格者等)を満たし、かつ次のいずれか

の要件を満たす者であること。 

(ア) 総合型クラブにおいて、クラブマネジャー等としてのクラブ運営に 3 年以上携わっ

た実績のある者 

(イ) 地域スポーツ行政担当者等として総合型クラブへの指導又は育成に 2 年以上携わっ

た実績のある者 

イ 1 助成対象者当たりの助成対象経費の合計額は、5,000 千円(助成金の額は 4,500 千円)を

限度とする。 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と助成対象経費の支出額に10分の9

を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとする助

成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成

金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(地方公共団体スポーツ活動助成) 

第 19 条 地方公共団体スポーツ活動助成については、交付要綱別記 4 に定めるもののほか、次の

各号に掲げるところによるものとする。 

(1) 地域スポーツ活動推進事業 

地域スポーツ活動推進事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(ア) スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 

1) 地域におけるスポーツの実技教室、競技会、研修会等の開催事業(国際的なものを含

む。)であること。 

2) 1件当たりの助成対象経費の合計額が750千円以上のものであること。 

(イ) スポーツ指導者の養成・活用 

1) 地域で活躍できるスポーツ指導者の養成講習会等の開催事業又は地域のスポーツク

ラブ等への派遣事業(国際的なものを含む。)であること。ただし、参加者を地域に限

定して行うものとする。 

2) 1件当たりの助成対象経費の合計額が400千円以上のものであること。 

(ウ) スポーツ情報の提供 

1) 地域におけるスポーツ活動等の情報収集・提供事業であること。 

2) 1件当たりの助成対象経費の合計額が400千円以上のものであること。 

(エ) ホストタウン国際交流 

1) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウンにおいて、ホストタウ

ン相手国と地域住民によるスポーツ国際交流事業であること。 

2) 1件当たりの助成対象経費の合計額が400千円以上のものであること。 

(オ) 大型スポーツ用品の設置 

1 個、1 組又は 1 セットの希望小売価格(オープンプライスの場合にあっては、見積単

価)が 100 万円以上のスポーツ用品を地域の公共スポーツ施設に設置する事業であること。 



イ 助成対象者が 1 又は複数の事業を交付申請する場合のいずれにおいても、各年度の助成

対象経費の合計額は、次の表に掲げる額を限度とする。 

 助成対象経費の限度額 

都道府県・指定都市 指定都市以外の市町村 

(ア)から(エ)までの事

業 

15,000 千円(助成金の額は 12,000 千

円) 

10,000 千円(助成金の額は 8,000 千

円) 

(オ)の事業 7,500千円(助成金の額は6,000千円) 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 5分

の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(2) 国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業 

国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、国民スポーツ大会冬季大会に係るスキー競技会、スケート競技会又は

アイスホッケー競技会の開催地市町村等が行う競技会開催事業に対し、交付金等を交付す

る事業とする。 

イ 間接助成事業に係る助成対象経費の合計額は、スキー競技会、スケート競技会及びアイ

スホッケー競技会を合わせて、150,000千円(助成金の額は120,000千円)を限度とする。 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 5分

の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、助成対象経費と

なる交付金の額を含めた間接助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、交付金の額

から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額を助成対象経費限度額として算出した額とす

る。 

(将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成) 

第 20 条 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成については、交付要綱別記 5 に定めるも

ののほか、次の各号に掲げるところによるものとする。 

(1) タレント発掘・一貫指導育成事業 

タレント発掘・一貫指導育成事業に対する助成は次により行う。 

ア タレント発掘・一貫指導育成 

(ア) センターは、交付要綱第 3 条の助成金交付申請書の詳細な内容及びＪＯＣアスリー

トプログラム又は競技者育成プログラム等との整合性について、ＪＯＣ、ＪＰＳＡ及び

助成対象者から必要に応じ意見を聴取し、審査の参考とするものとする。 

(イ) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に

5分の4を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しよう

とする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しよう

とする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

イ タレント発掘・一貫指導育成支援 

(ア) センターは、交付要綱第 3 条の助成金交付申請書の詳細な内容及び競技者育成プロ

グラムとの整合性について、ＪＯＣ及び当該助成対象者から意見を聴取し、審査の参考

とするものとする。 



(イ) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に

5分の4を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、助成対象経

費となる補助金の額を含めた間接助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、補助

金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額を助成対象経費限度額として算出し

た額とする。 

ウ 下部リーグ開催 

(ア) センターは、交付要綱第 3 条の助成金交付申請書の詳細な内容及び関係競技団体

が行う競技者育成との整合性について、ＪＴＬ、関係競技団体及び当該助成対象者か

ら意見を聴取し、審査の参考とするものとする。 

(イ) 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額

に 5 分の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定

しようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確

定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

エ 助成対象者が 1 又は複数の事業を交付申請する場合のいずれにおいても、各年度の助

成対象経費の合計額は、次の表に掲げる額を限度とする。 
 助成対象経費の限度額 

ア及びイの事業 200,000千円(助成金の額は160,000千円) 

ウの事業 100,000千円(助成金の額は80,000千円) 

(2) 身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業 

身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(ア) 特定の競技特性によらず、身体・運動能力特性に基づいて優れた素質を有する競技

者を当該地域において発掘・育成するものであること。 

(イ) (ア)により発掘・育成した競技者の育成について、ＪＯＣの加盟競技団体、ＪＰＳ

Ａの加盟競技団体又はＪＰＣの加盟競技団体に継承するものであること。 

イ 1助成対象者当たりの助成対象経費の合計額は、10,000千円(助成金の額は 8,000千円)を

限度とする。 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 5分

の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(スポーツ団体スポーツ活動助成) 

第 21 条 スポーツ団体スポーツ活動助成については、交付要綱別記 6 に定めるもののほか、次の

各号に掲げるところによるものとする。 

(1) スポーツ活動推進事業 

スポーツ活動推進事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(ア) スポーツ教室、スポーツ大会等の開催 

1) 地域におけるスポーツ大会等の開催事業であること。 

2) 助成対象経費の合計額が1件当たり750千円以上のものであること。 



(イ) スポーツ指導者の養成・活用 

1) 競技技術レベルに応じたスポーツ指導者の養成講習会等の開催事業又は地域のスポ

ーツクラブ等への派遣事業であること。 

2) 助成対象経費の合計額が1件当たり400千円以上のものであること。 

(ウ) スポーツ情報の提供 

助成対象経費の合計額が1件当たり400千円以上のものであること。 

(エ) 新規会員獲得事業 

助成対象経費の合計額が1件当たり400千円以上のものであること。 

(オ) マイクロバスの設置 

1) 助成対象者が行うスポーツ活動に参加する者の交通手段に関する利便性の向上等を

図るものであること。 

2) センターは、助成対象者に対し、交付要綱第 4 条の助成金の交付の決定を行うとき

は、センターと当該助成対象者との間で、助成金交付契約書を締結する。 

イ 助成対象者が 1 又は複数の事業を交付申請する場合のいずれにおいても、各年度ごとの

助成対象経費の合計額は、次のとおりとする。 

(ア) ア(ア)から(ウ)までの事業における助成対象経費の合計額は、次の表に掲げる額を限

度とする。 

助成対象者 助成対象経費の限度額 

1 ＪＳＰＯ及び同団体の加盟団体(都道府県体育・スポーツ協会を除

く。) 

20,000千円 

(助成金の額は16,000千

円) 

2 ＪＯＣ及び同団体の加盟団体 

3 日レク 

4 ＪＰＳＡ及び法人格を有する同団体又はＪＰＣの加盟団体 

5 ＪＡＤＡ 

6 ＪＳＡＡ 

1 都道府県体育・スポーツ協会 15,000千円 

(助成金の額は12,000千

円) 

2 日レクの加盟団体(都道府県レクリエーション協会を除く。) 

3 法人格を有するスポーツ団体(公益社団法人、公益財団法人) 

上記以外のスポーツ団体 
4,500千円 

(助成金の額は3,600千円) 

(イ) ア(エ)の事業における助成対象経費の合計額は、900 千円(助成金の額は 720 千円)を

限度とする。 

(ウ) ア(オ)の事業における助成対象経費の合計額は、5,000 千円(助成金の額は 4,000 千

円)を限度とする。 

ウ イ(ア)にかかわらず、ＪＳＰＯ、ＪＯＣ、日レク又はＪＰＳＡから提出された交付要綱

第 3 条の助成金交付申請書の内容が特に重要度が高いものであると認められる場合には、

その重要性等を鑑み、イ(ア)の表の限度額を適用しないことができるものとする。 

エ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 5分

の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす



る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(2) ドーピング検査推進事業 

ドーピング検査推進事業に対する助成は次により行う。 

ア ドーピング検査事業 

ドーピング検査事業は、次のいずれかの要件を満たすものとする。 

(ア) Ｊ－Ｆａｉｒｎｅｓｓが示した検査の基本方針に基づき、助成対象者が実施する次

の事業 

1) 競技会における競技者を対象としたドーピング検査 

2) 競技会以外において随時に行う競技者を対象としたドーピング検査 

(イ) 公益社団法人日本馬術連盟ドーピング防止および薬物規制規程に基づく、馬術競技

会における競技馬を対象としたドーピング検査 

(ウ) 世界アンチ・ドーピング機構が定める世界アンチ・ドーピング規程及び検査及びド

ーピング調査の国際基準に従い、ＪＡＤＡが実施する競技者を対象としたドーピング検

査 

イ ドーピング防止情報提供事業 

ドーピング防止に関する各種国際会議等で得られた情報の詳細に関する印刷物等を作成

し、国内の関係者(加盟団体、競技者、コーチ、ドーピング検査員等)に提供する事業であ

ること。 

ウ ドーピング防止啓発活動推進事業 

ＪＡＤＡの加盟団体が自ら策定するアンチ・ドーピング教育年間計画に基づき、傘下の

関係者(競技者、指導者、ドクター、トレーナー等)に対する研修会や教育・啓発活動を実

施する事業であること。 

エ ドーピング分析機器等整備事業 

ドーピング分析機器等整備事業は、次のいずれかの要件を満たすものとする。 

(ア) ＪＡＤＡが行う国内におけるドーピング検査・分析の推進に必要なドーピング分析

機器を整備する事業であること。 

(イ) ＪＡＤＡが行う国内におけるドーピング検査・分析に係る手法の実効性の確保に関

する事業であること。 

オ 国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業 

国内ドーピング防止機関であるＪＡＤＡが、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準等

に基づくドーピング防止活動を行うための組織基盤の整備を図る事業であること。 

カ ウに掲げる事業の助成対象経費の合計額は、3,000 千円(助成金の額は 2,700 千円)を限度

とする。 

キ アからエまでに掲げる事業の 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当

該助成対象経費の支出額に 10分の 9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額と

する。ただし、確定しようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上

回る場合は、確定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額と

する。 



ク オに掲げる事業の助成金の確定額は、配分された助成金の額と助成対象経費の支出額(千

円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとする助成金の額を含めた助

成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成金の額から上回った

額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(3) スポーツ仲裁等事業 

スポーツ仲裁等事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象経費の合計額は、15,000千円(助成金の額は13,500千円)を限度とする。 

イ 1 件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 10

分の 9 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようと

する助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとす

る助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(4) スポーツ指導者海外研修事業 

スポーツ指導者海外研修事業に対する助成は次により行う。 

ア スポーツ指導者等海外研修 

海外における地域を基盤としたスポーツ組織の実態とその指導法、活動プログラムの調

査・体験等を行う研修事業(当該研修に係る事前・事後の研修会を含む。)であること。 

イ 若手スポーツ指導者長期在外研修 

(ア) 交付要綱第 3 条の助成金の交付の申請は、競技力向上及びオリンピック・パラリン

ピックムーブメントの推進に係る研修事業はＪＯＣ又はＪＰＳＡが行うものとし、競技

種目の普及方策等に係る研修事業は、ＪＯＣの加盟団体又は法人格を有するＪＰＳＡ若

しくはＪＰＣの加盟団体が行うものとする。 

(イ) 助成対象期間は、原則として、助成初年度から継続した 2 か年度を限度とする。た

だし、当該事業計画の内容により、継続した 3 か年度を限度とすることができる。なお、

交付要綱第3条の助成金の交付の申請は年度ごとに行うものとする。 

(ウ) 助成事業者は、被研修者から研修状況について定期的に報告を受けるものとし、当

該報告書に意見を付して、センターに提出するものとする。 

(エ) 助成事業者は、助成事業の遂行に当たり、当該事業の実施年度及びその翌年度にお

いて、被研修者からの寄附(配偶者等を通じた寄附を含む。)により、助成事業者の当該

事業に係る経費負担を免れる行為をしてはならない。 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 5分

の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(5) 組織基盤強化事業 

組織基盤強化事業に対する助成は次により行う。 

ア 国際交流推進スタッフ育成事業 

(ア) 派遣対象者は、次に掲げる者とする。 

1) 国外に所在する国際スポーツ団体若しくは国際競技大会組織委員会又は諸外国の国

内競技団体等において、職員として従事する者 

2) 諸外国の国内競技団体において、コーチとして従事する者 



3) 諸外国の国内スポーツ団体において、当該団体が主催するシーズン制公式戦の審判

員として従事する者 

4) 国外の関係機関において、スポーツに関する医療・医学に従事する医師 

5) 1)から4)までに準ずる者と理事長が認めた者 

(イ) 助成対象期間は、原則として 1 年とする。ただし、当該事業計画の内容により、助

成初年度から継続した 2 か年度を限度とすることができる。この場合、交付要綱第 3 条

の助成金の交付の申請は、年度ごとに行うものとする。 

イ スポーツ団体ガバナンス強化事業 

(ア) 交付要綱別記 6 の 2(5)イ(ウ)の事業を行う助成対象者は、紛争解決手続きの整備及

びその公表・周知を行っていること。 

(イ) 助成対象経費の合計額は、次の額を限度とする。 

1) 交付要綱別記 6 の 2(5)イ(ア)及び(イ)の事業にあっては、8,000 千円(助成金の額は

6,000千円) 

2) 交付要綱別記6の2(5)イ(ウ)の事業にあっては、1,200千円(助成金の額は900千円) 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 4分

の 3 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(6) 国際スポーツ会議開催事業 

国際スポーツ会議開催事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象事業は、国際スポーツ団体又は諸外国スポーツ団体の構成員が公式に参集する

スポーツに関する国際会議を我が国において開催する事業とする。 

イ 助成対象経費は、開催年度における当該会議の開催に要する経費とする。 

ウ 1件当たりの助成対象経費の合計額は、75,000千円(助成金の額は、50,000千円)を限度と

する。 

エ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 3分

の 2 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

オ センターは、当該会議の開催会期の初日が開催年度の 6月 30日以前である場合は、開催

年度の前年度に係る当該会議の開催準備に要する経費についても、助成対象経費とするこ

とができる。この場合、交付要綱第 3 条の助成金の交付の申請は年度ごとに行うものとし、

各年度の助成対象経費の合計額は、37,500 千円(助成金の額は、25,000 千円)を限度とする。 

(7) 大学スポーツ活動推進事業 

大学スポーツ活動推進事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象経費の合計額は、75,000千円(助成金の額は、60,000千円)を限度とする。 

イ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 5分

の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとす

る助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする

助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 



(8) スポーツ国際貢献・協力活動事業 

スポーツ国際貢献・協力活動事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象経費の合計額は、50,000千円(助成金の額は、40,000千円)を限度とする。 

イ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と当該助成対象経費の支出額に 5分

の 4 を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、間接助成事業に

おいて、助成事業者が交付する補助金(確定しようとする助成金の額を含む。)を含めた収

入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満

切上げ)を減じた額とする。 

(国際競技大会開催助成) 

第 22 条 国際競技大会開催助成については、交付要綱別記 7 に定めるもののほか、次の各号に掲

げるところによるものとする。 

(1) 大会開催事業 

大会開催事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象経費は、開催年度における競技大会の開催に要する経費とする。 

イ 1件当たりの助成対象経費の合計額は、5億円(助成金の額は2億円)を限度とする。 

ウ センターは、ア及びイの規定にかかわらず、総合競技大会、閣議了解のある競技大会及

びその他文部科学大臣が特に必要と認めた大会を除き、当該大会の開催会期の初日が開催

年度の 6月 30日以前である場合は、開催年度の前年度に係る当該大会の開催に要する経費

についても助成対象経費とすることができる。この場合、交付要綱第 3 条の助成金の交付

の申請は年度ごとに行うものとし、各年度の助成対象経費の合計額は、2 億 5 千万円(助成

金の額は1億円)を限度とする。 

エ センターは、アからウの規定にかかわらず、総合競技大会及び閣議了解のある競技大会

については、当該競技大会の規模及び助成可能額等を勘案して助成金の額を調整し定める

ことができるものとするほか、当該大会の開催年度において必要とされる助成金の額が、

著しく多額に及ぶと認められるものの助成については、必要に応じて大会開催年度の翌年

度以降においても助成を行うことができるものとする。 

オ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と助成対象経費の支出額に 5分の 2

を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとする助

成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成

金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 

(2) 大会開催準備事業 

大会開催準備事業に対する助成は次により行う。 

ア 助成対象経費は、開催決定年度以降における開催準備のために要する基幹的な経費とす

る。 

イ 1 件当たりの助成対象経費の合計額は、100,000 千円(助成金の額は 80,000 千円)を限度と

し、交付要綱第3条の助成金の交付の申請は年度ごとに行うものとする。 

ウ 1件ごとの助成金の確定額は、配分された助成金の額と助成対象経費の支出額に 5分の 4

を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。ただし、確定しようとする助

成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成

金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。 



附 則 

(施行日) 

1 この要領は、平成15年11月4日から施行し、平成15年10月1日から適用する。 

(助成金の額) 

2 第 9条第 2号カ及び第 3号オの規定にかかわらず、平成 19年度の助成対象事業は、助成対象経

費の合計額が1,000千円(助成金の額は800千円以下の定額とする。)以上とする。 

附 則(平成17年11月4日平成17年度要領第8号) 

この要領は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年4月6日平成19年度要領第1号) 

この要領は、平成19年4月6日から施行する。 

附 則(平成19年6月5日平成19年度要領第5号) 

この要領は、平成19年6月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。 

附 則(平成20年4月1日平成20年度要領第1号) 

この要領は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年7月25日平成20年度要領第8号) 

この要領は、平成20年7月25日から施行する。 

附 則(平成20年11月20日平成20年度要領第14号) 

この要領は、平成 20年 11月 20日から施行する。なお、この要領の施行前に交付内定した事業

は、従前の例による。 

附 則(平成21年1月9日平成20年度要領第15号) 

この要領は、平成21年1月9日から施行する。 

附 則(平成21年3月27日平成20年度要領第20号) 

この要領は、平成21年3月27日から施行し、平成21年2月4日から適用する。 

附 則(平成21年6月3日平成21年度要領第1号) 

1 この要領は、平成21年6月3日から施行する。 

2 改正後の要領の規定は、平成 21年度以降に交付の決定を行う助成金から適用する。ただし、平

成 21年度においては、第 11条第 4号ア(ア)及び(イ)の規定にかかわらず、必要がある場合には、

国際スポーツ団体又は外国のスポーツ団体が開催する競技会、国際会議その他当該事業の目的

を勘案し適当と認められるものに国内のスポーツ団体役職員等を派遣することができる。この

場合、1回の派遣につき3名以内とする。 

3 平成20年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成21年10月15日平成21年度要領第2号) 



1 この要領は、平成 21年 10月 15日から施行し、平成 22年度以降に交付の決定を行う助成金か

ら適用する。 

2 平成21年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成22年1月20日平成21年度要領第6号) 

1 この要領は、平成 22年 1月 20日から施行し、平成 22年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成21年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成22年5月12日平成22年度要領第1号) 

1 この要領は、平成22年5月12日から施行する。 

2 改正後の要領の規定は、平成 22年度以降に交付の決定を行う助成金から適用する。ただし、平

成22年度においては、第 14条第1号イの規定にかかわらず、交付要綱別記 5の2(1)エに掲げる

事業のうち、一般財団法人 2018/2022年FIFAワールドカップ日本招致委員会が行う国内広報活動

事業については、助成対象経費の合計額は、90,000千円(助成金の額は、60,000千円)を限度とす

ることができる。 

3 平成21年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成22年6月14日平成22年度要領第2号) 

1 この要領は、平成 22年 6月 14日から施行し、平成 22年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成21年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成22年10月15日平成22年度要領第3号) 

1 この要領は、平成 22年 10月 15日から施行し、平成 23年度以降に交付の決定を行う助成金か

ら適用する。 

2 平成22年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成23年3月24日平成22年度要領第8号) 

1 この要領は、平成23年3月24日から施行し、同日から適用する。 

2 1 の規定にかかわらず、別表の規定については、平成 23 年度以降に交付の決定を行う助成金か

ら適用し、平成22年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成23年10月3日平成23年度要領第6号) 

1 この要領は、平成 23年 10月 3日から施行し、平成 24年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成23年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成24年4月19日平成24年度要領第1号) 

1 この要領は、平成 24年 4月 19日から施行し、平成 24年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成23年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 



附 則(平成24年10月15日平成24年度要領第4号) 

1 この要領は、平成 24年 10月 15日から施行し、平成 25年度以降に交付の決定を行う助成金か

ら適用する。 

2 平成24年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成25年10月31日平成25年度要領第1号) 

1 この要領は、平成 25年 10月 31日から施行し、平成 26年度以降に交付の決定を行う助成金か

ら適用する。 

2 平成25年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成26年2月5日平成25年度要領第6号) 

1 この要領は、平成 26年 2月 5日から施行し、平成 26年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成25年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成26年11月6日平成26年度要領第6号) 

1 この要領は、平成 26年 11月 6日から施行し、平成 27年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成26年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成27年11月4日平成27年度要領第4号) 

1 この要領は、平成 27年 11月 4日から施行し、平成 28年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成27年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成28年5月6日平成28年度要領第1号) 

この要領は、平成28年5月6日から施行する。 

附 則(平成28年11月9日平成28年度要領第4号) 

1 この要領は、平成 28年 11月 9日から施行し、平成 29年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成28年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成29年10月31日平成29年度要領第1号) 

1 この要領は、平成 29年 10月 31日から施行し、平成 30年度以降に交付の決定を行う助成金か

ら適用する。 

2 平成29年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成30年6月29日平成30年度要領第1号) 

この要領は、平成30年6月29日から施行する。 

 



附 則(平成30年10月31日平成30年度要領第3号) 

1 この要領は、平成 30年 10月 31日から施行し、平成 31年度以降に交付の決定を行う助成金か

ら適用する。 

2 平成30年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成31年1月30日平成30年度要領第8号) 

1 この要領は、平成 31年 1月 30日から施行し、平成 31年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 平成30年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(令和元年10月31日令和元年度要領第1号) 

1 この要領は、令和元年 10月 31日から施行し、平成 31年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。ただし、別表の改正規定(東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催助成競技

用備品設置事業に係る改正を除く。)は、令和 2 年度以降に交付の決定を行う助成金から適用す

る。 

2 平成30年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(令和2年10月29日令和2年度要領第3号) 

1 この要領は、令和 2年 10月 29日から施行し、令和 3年度以降に交付の決定を行う助成金から

適用する。 

2 令和2年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(令和3年5月18日令和3年度要領第1号) 

この要領は、令和3年5月18日から施行する。 

附 則(令和3年11月5日令和3年度要領第4号) 

1 この要領は、令和 3年 11月 5日から施行し、別記様式に係る改正規定を除き、令和 4年度以降

に交付の決定を行う助成金から適用する。 

2 令和 3 年度以前に交付の決定を行った助成金については、別記様式に係る改正規定を除き、な

お従前の例による。 

附 則(令和4年11月1日令和4年度要領第3号) 

1 この要領は、令和 4年 11月 1日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター

スポーツ振興くじ助成金実施要領の規定は、令和 5 年度以降に交付の決定を行う助成金から適

用する。 

2 令和4年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 

附 則(令和5年5月16日令和5年度要領第1号) 

この要領は、令和5年5月16日から施行する。 

 

 



附 則(令和5年11月8日令和5年度要領第2号) 

1 この要領は、令和 5年 11月 8日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター

スポーツ振興くじ助成金実施要領の規定は、令和 6 年度以降に交付の決定を行う助成金から適

用する。 

2 令和5年度以前に交付の決定を行った助成金については、なお従前の例による。 
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助成金の対象となる経費は次の要件を全て満たすものに限ります。

（別　表）

助成対象経費の基準等

【総則】

摘　　　　　　要

助成事業の実施に直接必要な経費であること。
謝金・旅費規程や会計規則など、助成事業者（間接助成事業者を含む。）が定める規程に基づいて支出され
ていること。
助成事業以外の経理と明確に区分されており、助成事業のみに要した事が明確であること。

＜例＞保険料（一部助成事業を除く。）　等

調達物品（助成対象財産）の取得後は、管理者を定めて管理を行うこととなります。また、調達物品の取得価
格が50万円以上の物品については財産管理台帳の作成・保存が必要になるほか、処分に制限があります。

【労務を行った個人に対する報酬（謝金・賃金等）】
　事業実施の労務、会議出席、実技指導、単純労働、その他の労務（通訳等）に対して支払う経費
　※会社等事業者に請け負わせたものは雑役務費となります。

次の経費は、経費区分に関わらず助成対象経費として計上できません。

競争に付して契約することを原則とし、実施期間内に履行が完了した経費であること。

＜例＞事務局の運営経費、事務所の賃料（国内ドーピング防止機関組織基盤整備事業を除く。）、事務所の維
持管理経費、ウェブサイトの管理運営費　等

事務局の運営管理に係る経費

＜例＞情報機器（パソコン・タブレット等）の購入経費、動画配信サイト利用料、ウェブサイトの更新費用、
システム構築・導入費　等

汎用性があり、助成事業外経費との区別がつかない経費

＜例＞パーティー等の飲食を伴うイベントに係る経費、賞金・副賞賞品・参加賞等に係る経費、鉄道・航空運
賃の特別料金等（一部助成事業を除く。）　等

社会通念上、助成金の対象とすることが不適切である経費

受益者負担の観点から、助成事業者が自己負担すべきと考えられる経費

「総合型地域スポーツクラブ自立支援事業」「総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業」については、諸
謝金及び雑役務費（大会スタッフや指導者の派遣等を会社等事業者に請負わせる場合の経費に限る。）の合計
額の助成対象経費限度額は、1件当たりの助成対象経費の合計額に50％を乗じた額を上限とします。

摘　　　　　　要

助成事業者（間接助成事業者を含む。）の謝金規程や給与規程に基づいて支払っていない経費や、規程を超過
して支払っている金額については助成対象経費として計上できません。

次に該当する経費は、助成対象外経費となります。

総合型地域スポーツクラブ活動助成については、助成事業者又は間接助成事業者において定めた諸謝金又は賃
金の単価のうち、助成対象経費の合計額の算出に当たって含めることができる金額の上限は以下に定めるとお
りです。

競技力向上事業助成金の「コーチ等設置事業（スタッフ会議開催事業を除く。）」から賃金又は謝金を受給して
いる者に対する謝金
総合型クラブが定期的に実施するスポーツ教室における 「データ分析」及び「スポーツ教室、大会等に係る行
事運営」労務に係る謝金

労務の内容 支給対象者（労務者） 支出科目 単位 上限単価

スポーツ教室・講習会に係る実技指導・助言 スポーツ指導者、審判員、スポーツトレーナー 諸謝金 日 4,000円

日 10,000円

月 100,000円

日 9,200円

月 95,000円

日 8,400円

月 80,000円

日 17,000円

月 374,000円

総合型地域スポーツクラブマネジメント

クラブマネジャー（正）

賃金
※有資格のクラブマネジャー（正）が配置さ

れるまで（助成初年度）

クラブマネジャー（副）

総合型地域スポーツクラブ育成指導等 クラブアドバイザー等
諸謝金

賃金
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【旅費】
　助成事業の従事等に係る国内旅行に要する経費

摘　　　　　　要

実費弁償を原則とします。

旅費 旅行に要する経費　

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃

日　当 定額（コーチ等：2,000円／日、選手：1,000円／日）を上限とする。

助成事業者（間接助成事業者を含む。）の旅費規程に基づいて支払っていない経費や、規程を超過して支払っ
ている金額については助成対象経費として計上できません。

次の基準に基づき算出した経費を助成対象経費として計上してください。

種別・支出科目細目 旅費算出基準

国内

摘　　　　　　要

実費弁償を原則とします。

助成事業者（間接助成事業者を含む。）の旅費規程に基づいて支払っていない経費や、規程を超過して支払っ
ている金額については助成対象経費として計上できません。

次の基準に基づき算出した経費を助成対象経費として計上してください。

種別・支出科目細目 旅費算出基準

 （旅行雑費）

宿泊費 12,000円／泊（食事代を含む）を上限とする。

【渡航費・滞在費】
　助成事業の従事等に係る外国旅行に要する経費

雑費 空港施設利用料、査証代、発券手数料、超過手荷物料金

渡航に係る外国滞在に要する経費

日当 定額（5,000円／日を上限とする。）

宿泊費
20,000円／泊（食事代を含む）を上限とする。

外国

旅費 渡航に要する経費

交通費 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃
最も経済的な階級・区分を対象とし、ビジネス・ファーストクラス等の特別料金
は対象外とします。
「ドーピング防止情報提供事業」「スポーツ仲裁等事業」「国際スポーツ会議開
催事業」「国際競技大会開催助成」に限り、役員（理事以上）として旅行する必
要がある者については、職務の級相当に応じて最も経済的な階級・区分の直近上
位の級の運賃を対象とすることができます。

タクシーの利用はやむを得ない場合に限ります。

「将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成」において、選手の栄養管理を
行っている食事については、雑役務費（管理栄養費）となります。

最も経済的な階級・区分を対象とし、グリーン車、ファーストクラス等の特別料
金は対象外とします。
タクシーの利用はやむを得ない場合に限ります。

交通費

「タレント発掘・一貫指導育成事業（タレント発掘・一貫指導育成）」において
のみ対象となります。

「将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成」において、選手の栄養管理を
行っている食事については、雑役務費（管理栄養費）となります。
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【印刷製本費】
　資料等の印刷作成請負に要する経費

摘　　　　　　要

次に該当する経費は助成対象外経費となります。

【通信運搬費】
　郵送及び荷物等運搬請負に要する経費

摘　　　　　　要

【借料及び損料】
　会場借料や競技物品のリース、通信機器（携帯電話、Wi-Fi等）のレンタル料など、賃貸借請負に要する経費等

摘　　　　　　要

次に該当する場合は、助成対象外経費となります。
助成事業者が所有する施設等である場合
所有する施設等の使用料について、当該経費が会計区分間（助成事業会計とその他の会計）において振り替
えとなっている場合（第三者に支出されていない場合）
助成事業者が地方公共団体である場合
所有する施設等の使用料について、当該経費が部局間において振り替えとなっている場合（第三者に支出さ
れていない場合）
所有する施設を指定管理制度を活用して運営している場合における当該施設の使用料について、指定管理者
から徴収する場合又は指定管理料と相殺する場合
助成事業者が地方公共団体所有施設の指定管理者である場合
指定管理を行っている施設の使用料について、指定管理者（＝助成事業者）の収入となり、地方公共団体か
ら受領する指定管理料と相殺しない場合

外部に請け負わせない既存資料の複写代（拡大コピー等含む。）

摘　　　　要

1件当たりの助成対象経費の合計額に30％を乗じた額を上限とします。

次に該当する経費は一部助成事業を除き、助成対象外経費となります。

次に該当する経費は一部助成事業を除き、助成対象外経費となります。

【雑役務費】
　大会に係る会場設営や警備運営経費、表彰に必要なメダル・記念品等の作成費、PPP/PFI導入のためのアドバイ
ザリー業務経費等の役務請負に要する経費及び振込手数料

摘　　　　要

次に該当する経費は一部助成事業を除き、助成対象外経費となります。

【スポーツ用具費】
　スポーツ活動に直接必要な競技用具や被服等の購入に要する経費

合宿等における管理栄養費
「将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成」においてのみ、1人につき6,000円／日（選手と同時に同
一の食事を行う強化役員・スタッフの食事代を含む。）を上限として助成対象経費となります。

「大型スポーツ用品の設置事業」「将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成」を除きます。

選手等のコンディション維持のために必要な物品（飲料、テーピング、鍼、救急用医薬品類等）
「将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成」においてのみ対象となります。
感染症対策のために必要な物品（マスク、消毒用アルコール、抗原検査キット等）
「タレント発掘・一貫指導育成事業（タレント発掘・一貫指導育成）」においてのみ対象となります。

通信費（切手・はがき代・メール便、電信電話料、その他これらに類するもの）
「国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業」「スポーツ情報の提供事業」「新規会員獲得事業（体
験会等の開催事業を除く。）」「ドーピング防止情報提供事業」「スポーツ仲裁等事業」「国際スポーツ会
議開催事業」「国際競技大会開催助成（開催事業）」においてのみ対象となります。
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【備品費】
　備品の購入に要する経費

摘　　　　要

次に該当する場合のみ対象となります。その他の助成事業においては助成対象外経費となります。

摘　　　　要

次に該当する場合のみ対象となります。その他の助成事業においては助成対象外経費となります。

「タレント発掘・一貫指導育成事業（タレント発掘・一貫指導育成支援）」において助成事業者が間接助成
事業者に交付する補助金
「スポーツ国際貢献・協力活動事業」において、助成事業者が間接助成事業者に交付する補助金
「国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業」において、競技会開催地市町村（特別区を含む。）が
行う競技会開催事業に対し開催都道府県が交付する交付金

補助金・交付金の額を含めた当該支援事業又は間接助成事業の事業収入総額が事業支出総額を上回る場合は、
事業支出総額との差を減じた額を上限とします。

「天然芝維持活動事業」における天然芝維持活動に直接必要な備品（芝刈機等）
「マイクロバスの設置」におけるマイクロバスの調達に係る車両本体価格（標準装備を含む。）及び統一デ
ザインラッピングに要する経費
「ドーピング分析機器等整備事業」におけるドーピング検査分析機器

「天然芝維持活動事業」「国民スポーツ大会冬季大会の競技会開催支援事業」「ドーピング分析機器等整備
事業」「国際スポーツ会議開催事業」「国際競技大会開催助成（開催事業）」の実施にあたり直接必要とな
る消耗品費

「国際スポーツ会議開催事業」「国際競技大会開催助成（開催事業）」の実施にあたり、会議の出席者に支
給する飲料及び弁当代（昼食の提供は午前、午後を通して3時間以上実施する場合に限る。）

総合型地域スポーツクラブ活動助成（「創設支援事業」「自立支援事業」「マネジャー設置支援事業」）及
び「タレント発掘・一貫指導育成事業」において、助成事業者が定期的・継続的な育成を行う非営利のス
ポーツクラブの活動に対して交付する補助金

【委託費】
　事業の一部を第三者に委任して実施するために必要な経費
（地方公共団体等が実行委員会等の第三者に事業の一部を委任して実施する際に必要な経費を含む。）

摘　　　　要

営利法人等に請け負わせるものは雑役務費等に該当し、委託費には該当しません。

諸経費、取扱手数料は助成対象外経費となります。

委託金の額を含めた当該委託事業の事業収入総額が事業支出総額を上回る場合は、事業支出総額との差を減じ
た額を上限とします。

【補助金・交付金】
　事業費の全部又は一部を補助・負担するために必要な経費

【消耗品費】
　消耗品の購入に要する経費

摘　　　　要

次に該当する場合のみ対象となります。その他の助成事業においては助成対象外経費となります。

【会議費】
　会議の開催に係る飲食物の支給に要する経費

摘　　　　要

次に該当する場合のみ対象となります。その他の助成事業においては助成対象外経費となります。
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＜保険料＞

次に該当する場合のみ対象となります。その他の助成事業においては助成対象外経費となります。

摘　　　　要

＜手数料＞

次に該当する場合のみ対象となります。その他の助成事業においては助成対象外経費となります。

「若手スポーツ指導者長期在外研修事業」におけるセンターが指定する研修会等への参加料
「将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成」における競技会参加料（エントリーフィー）

「将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成」及び「スポーツ国際貢献・協力活動事業」における、選
手・スタッフが加入する傷害保険料や海外旅行保険料

（助成対象経費だけの内訳設計金額が算出されていても、助成対象外経費と同一の契約であれ
ば以下の算出による金額を適用する。）

実施設計書

　対象直接工事費（Ａ）＝直接工事費（Ｂ）－対象外直接工事費（Ｃ）

【施設整備費】
　大規模スポーツ施設整備助成及び地域スポーツ施設整備助成に必要な経費
　※競争に付して契約し、かつ、実施期間内に履行が完了した経費の支出額が原則となります。
　　請負業者の選定については「会計処理の手引」をご確認ください。

支出科目 助成対象経費限度額算出基準

工事費 大規模スポーツ施設整備助成に係る工事の助成対象範囲は以下のとおりとなります。

・競技場の整備に必要な工事

附帯設備費 大規模スポーツ施設整備助成に係る工事に附帯して競技場に常設する機器又は安全設備等及び
競技場の整備に必要な機械、装置又は車両等

対象工事費（Ｊ）＝（（Ｈ）×（Ｉ）（円未満切り捨て））×消費税率

芝生化事業と防球ネット設置事業等の工事が同一契約の場合は、「芝生化に要する経費」と
「それ以外の経費」で区分して、それぞれの事業に要する経費（助成対象経費＋助成対象外
経費）を算出します。

助成事業年度前に実施した対価（前金払いを含む。）として支出した経費は対象外となります。

設計監理費 実施設計費（上記工事費割合（Ｄ）及び請負率（Ｉ）により算出した額を限度とする。）

工事監理費（上記工事費割合（Ｄ）及び請負率（Ｉ）により算出した額を限度とする。）

　工事費割合（Ｄ）＝（Ａ）÷（Ｂ）（小数第5位以下切り捨て）

　対象共通仮設費（Ｅ）＝共通仮設費×（Ｄ）（円未満切り捨て）

　対象現場管理費（Ｆ）＝現場管理費×（Ｄ）（円未満切り捨て）

　対象一般管理費（Ｇ）＝一般管理費×（Ｄ）（円未満切り捨て）

　対象工事費（Ｈ）＝（Ａ）＋（Ｅ）＋（Ｆ）＋（Ｇ）

請負率（Ｉ）＝契約金額÷実施設計工事金額（小数第5位以下切り捨て）

・競技場に附帯する駐車場、観客導入ライン等の工事

競技場の付加価値化（例：レストラン、ショッピングセンター等の商業スペースの設置（又
は改修、改造））工事は助成対象外経費となります。

助成対象外経費が含まれている場合の助成対象経費の算出方法
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